
議   第   ８   号   

令和 元 年 ６ 月２７日提出   

 

熊本市博物館の登録に関する規則の一部改正について 

 

熊本市博物館の登録に関する規則の一部を次のように改正したいので議決を求める。 

 

  熊本市教育長 遠 藤 洋 路   

 

熊本市博物館の登録に関する規則の一部を改正する規則 

 

熊本市博物館の登録に関する規則（平成２７年教育委員会規則第８号）の一部を次

のように改正する。 

 

 様式第１号から様式第４号までの規定中、「日本工業規格A4」を削る。 

 

附 則 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

 

（提出理由） 

不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３３号）の施行によ

る工業標準化法（昭和２２年法律第１８５号）の一部改正に伴い、所要の改正を行

う必要があることから、熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年教育

委員会規則第６号）第１条第８号の規定に基づき、議決を求めるものである。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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熊本市博物館の登録に関する規則（平成２７年教育委員会規則第８号） 新旧対照表                         （下線部は改正部分） 
改正後（案） 現行 

様式第１号 様式第１号 
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様式第２号 様式第２号 
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様式第３号 様式第３号 
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様式第４号 様式第４号 

  
附 則 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 
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